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登米市のデータ

緯お知らせお知らせのの
問い合わせ問い合わせ先先

開催場所
開催日

４月３月

迫総合支所３日（木）３日（月）

南方総合支所７日（月）６日（木）

登米総合支所１０日（木）１０日（月）

東和総合支所１４日（月）１３日（木）

豊里総合支所１７日（木）１７日（月）

米山総合支所２１日（月）２４日（月）

石越総合支所２４日（木）２７日（木）

津山総合支所２８日（月）３１日（月）

【時間】　午前１０時～午後３時

【相談料】　無料

　※相談日以外は、商工観光課で消

　費生活相談員が応じています。

【問い合わせ】　

　産業経済部商工観光課　商工振興係

　緯 0220（34）2734

◆３月１３日（木）

　（登米・豊里・米山・南方・津山）

◆３月２７日（木）

　（迫・東和・中田・石越）

　※受け付けは午前９時３０分まで

【持ってくるもの】

　印鑑、鑑札（犬の場合）

【受け付け・問い合わせ】

　各総合支所地域生活課　地域係

　消費生活出前相談

　各総合支所で、消費生活について

の相談などを聞き、解決するための

手伝いをします。

【３月・４月の相談日】

人口・世帯数

（平成20年1月末現在）

人　口
世帯数地区

計女男

22,10711,43710,6707,261迫

5,6642,9702,6941,837登米

7,8033,9973,8062,537東和

16,5458,5148,0314,631中田

7,0383,6153,4232,016豊里

10,6505,4615,1892,860米山

5,7542,9332,8211,585石越

9,2514,8014,4502,502南方

4,0002,0571,9431,213津山

88,81245,78543,02726,442合計

　納税に関する相談に応じます。

【日時】　３月２７日（木）

　午後８時まで

【場所】　市役所迫庁舎１階

　総務部税務課　徴収対策係　　

【問い合わせ】

　総務部税務課　徴収対策係

　緯 0220（22）2169

　３月の
　夜間相談窓口開設日

▼ 今回の水道事故により、市民皆さんには多

大なるご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上

げます。電話やメールなどでたくさんの苦言、

提言をいただきましたが、すべて真摯に受け

止め今後の市民サービス、危機対策などに生

かしていきたいと思います。 ▼ 寒さは依然と

して残っていますが、だいぶ春の足音が近づ

いてきました。春は卒業や入学、入社、異動な

どを迎え、出会いや別れの季節。「新しい」は

「出発」「挑戦」などを意味しますので、勇気を

出して第一歩を踏み出してみましょう（平井）

編集室から

登米市役所　　緯 0220（22）2111

迫総合支所　　緯 0220（22）2213

登米総合支所　緯 0220（52）2111

東和総合支所　緯 0220（53）4111

中田総合支所　緯 0220（34）2311

豊里総合支所　緯 0225（76）4111

米山総合支所　緯 0220（55）2111

石越総合支所　緯 0228（34）2111

南方総合支所　緯 0220（58）2111

津山総合支所　緯 0225（68）3111

　迫図書館
　３月のおはなし会

【日時】　３月１５日（土）

　午前１０時３０分～

【場所】　迫図書館　２階研修室

【問い合わせ】

　迫図書館

　緯 0220（22）9820

　３月の
　多重債務110番の日

　借金問題は必ず解決できます。一

人で悩まず、まず相談を。

【日時】　 ▼３日（月）、１０日（月）、

　１７日（月）、２４日（月）、３１日（月）

　午前９時～午後８時 ▼１６日（日）

　午前９時～午後５時

【相談電話番号】

　緯 0220（34）2734

【問い合わせ】

　産業経済部商工観光課

　商工振興係

　緯 0220（34）2734
税務課からのお知らせ

市県民税などの申告相談は

までです。指定日に申告で

きない人は、早い時期に申

告することをお勧めします。

３月17日（月）　電話加入権を公売します

　市と県では、税の滞納により差し

押さえた電話加入権を公売します。

　新生活などで購入をお考えの人は、

気軽にご参加ください。

【日時】　３月２１日（金）午前１０時～

　※説明がありますので、午前９時

　４５分までにお集まりください。

【場所】　市役所迫庁舎１階　会議室

【公売方法】　入札

　※見積価額は15,000円程度

【必要なもの】　購入代金、印鑑、身

　分証明書、委任状（代理人の場合）

【その他】　詳しくは、市ホームペー

　ジをご覧ください。

【問い合わせ】　

　 ▼総務部税務課　徴収対策係

　緯 0220（22）2169

　 ▼登米県税事務所納税班

　緯 0220（22）6114
犬・猫引き取り日

31 Mar.2008

◆豊里新町特定公共賃貸住宅

　（豊里町新町５番地１）

　募集戸数　１戸（３ＬＤＫ）

　家賃月額　46,000円～55,000円

　特定公共賃貸住宅
　入居者募集

◆石越駅前第二住宅

　（石越町南郷字小谷地前１２６番地１）

　募集戸数　１戸（３Ｋ）

　家賃月額　12,200円～20,200円

　駐 車 場　なし

◆津山宮町住宅

　（津山町柳津字黄牛田高畑２２番地１）

　募集戸数　１戸（３Ｋ）

　家賃月額　10,500円～17,400円

　駐 車 場　なし

算共通事項

【申し込み】　各総合支所地域生活課

　産業建設係

【募集対象者】　

　現に住宅に困っている世帯

　※各住宅を重複して申し込みする

　ことはできません。

【入居資格】

　①入居収入基準が２０万円以下であ

　ること（小学校就学前の子どもの

　いる世帯については２６.8万円以下）。

　※収入基準の算出は、入居予定者

　の合計所得から世帯主以外の入居

　予定者一人につき３８万円を控除し、

　１２カ月で除した金額。

　②同居する親族がいること（婚姻

　市営住宅入居者募集

３月２１日（金）　午後７時～
定員５０人（要予約）

【受付開始】　３月４日（火）
【問い合わせ】　なかだアリーナ

緯 0220（34）7302

トレーニングルーム
利用者講習会

　予定も可）。

　※原則として単身での入居はでき

　ませんが、６０歳以上の人（ただし、

　特例として平成１８年４月１日現在

　で５０歳以上の人も可）、身体障害

　者（１～４級）・精神・知的障害

　者の人は単身入居することができ

　ます。詳細については、お問い合

　わせください。

　③入居者全員に市税の滞納がない

　こと。

　④現に市営住宅に入居している人

　は、申し込みできません。

【申込期限】　３月１４日（金）

【問い合わせ】　

　建設部建築住宅課　住宅管理係

　緯 0220（34）2316

　駐 車 場　なし

◆津山柳津四丁目特定公共賃貸住宅

　（津山町柳津字本町６７番地）

　募集戸数　１戸（１ＬＤＫ）

　家賃月額　39,000円～47,000円

　駐 車 場　あり

【入居資格】

　①所得基準が２０万円以上６０.1万円

　以下であること。

　※所得基準の算出は、入居予定者

　の合計所得から世帯主以外の入居

　予定者一人につき３８万円を控除し、

　１２カ月で除した金額。

　②自ら居住するために住宅を必要

　とする人。

　③同居する親族がいること（婚姻

　予定も可）。

　④入居者全員に市税の滞納がない

　こと。

【申し込み】　各総合支所地域生活課

　産業建設係

【申込期限】　３月１４日（金）

【問い合わせ】　

　建設部建築住宅課　住宅管理係

　緯 0220（34）2316

　平成２０年度から国民健康保険税の納付方法として、従来の納付書な

どによる普通徴収のほかに、介護保険料と同様、年金の支払時に天引

きされる「特別徴収」の方法が導入されます。

　下記のすべての要件に該当する納税義務者には、４月の年金支払時

期の前までに「国民健康保険税仮徴収のお知らせ」を送付します。こ

の通知書の内容は、４月・６月・８月の年金支払い時に年金から天引

きされる国民健康保険税の税額が示されています。

　なお、７月中旬には平成２０年度国民健康保険税納税通知書（確定分）

を送付します。これには、１０月・１２月・翌年２月の年金支払い時に年

金から天引きされる国民健康保険の税額が示されています。

【特別徴収の対象世帯】

纂平成２０年４月１日現在、世帯内の国保被保険者の全員が、６５歳以上

　７５歳未満であること。

纂納税義務者となっているその世帯主（※国保の被保険者でない世帯

　主は除く）が、年額１８万円以上の年金を受給していること。

纂年金から特別徴収される介護保険料との合算額が、年金額の２分の

　１以下であること。２分の１を超える場合は、従来どおり納付書ま

　たは口座振替による納付となります。

※特別徴収になることで、国民健康保険税額が増額することはありません

【問い合わせ】　総務部税務課　国民健康保険税係　緯 0220（22）2163

国民健康保険税の納付方法が一部変わります
～平成２０年度から特別徴収の方法が導入されます～


